
事務の流れ（緊急支援）

　

承認を受けた事業に重要変更が生じた場合

　 留意事項

②’変更交付申請書
（別記第5号様式）

変更承認書
（別記第7号様式）

③実績報告書､請求書提出
（別記第8号様式）

交付金支払い

【第2報】

メール又はFAXで
　①事業計画書提出
　　(別記第1号様式）(その2)

【第1報】

　先ず、本会及び支部へ電話連絡

必要性を確認し､対象事業とするかを
本会が判断。

②交付金交付申請書提出
（別記第2号様式）

承認通知、事業の実施
（別記第4号様式）

　事故等不測の事態に対し、営農上、又は防災上必要な緊急的に行う土地改良
事業の整備に対して行うため、状況がわかるよう協議書兼事業計画書提出時に
「緊急支援状況説明書」の提出をお願いします。
　実績報告書の提出と合わせて、整備前と整備後の写真データの提出をお願い
します。

随
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
時

対象事業とする旨の連合会からの連絡
後､②交付申請書を提出する。

以降の手続きは会員支援事業共通。

予測でき
ない事故
等の
発生！！


